
令和２年 5 月 26 日 
保護者の皆様へ 

射水市教育委員会 
小・中学校における臨時休業の終了と学校再開のお知らせ 

 
 日頃から、本市教育行政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。さて、４
月 13 日から実施してまいりました小・中学校の臨時休業を終了し、６月１日(月)より下記の
通り学校を再開します。学校再開後においても、これまで同様各家庭で感染防止等に努めて
ください。 
 なお、感染状況等が変化した場合、再度臨時休業の措置を執る場合がありますので、ご理
解をお願いします。 
 

記 
 

１ 学校の再開      
・ 令和２年６月１日（月）から市内小中学校を再開します。 
・ 給食も６月１日(月)より再開します。給食の献立は、配膳工程をなるべく省略するため、

2 週間は簡易献立給食といたします。 
・ 登校の際には、今まで同様、ご家族の皆さんで、検温、健康観察を行い、登校判断をお

願いします。欠席の場合や他の家族に発熱等の症状があった場合は学校に連絡・相談く
ださい。感染症について心配があり、欠席する場合は出席停止の扱いとなります。 

・ 普段からの免疫力を高めるため、「十分な睡眠」「バランスのよい食事」「適度な運動」等
に心がけてください。 

・ マスクの着用や咳エチケットなど、感染予防をお願いします。 
・ 中学校の部活動は６月１日（月）より、段階的に再開いたします。 

 
２ 感染防止等の対応について 

・ 消毒液等を使用し、手すり、ドアノブ、蛇口やスイッチ等の共用部分については、定期
的に消毒を行います。また、児童生徒の下校後、机や椅子の消毒を行います。 

・ 授業は、机の配置を工夫したり、空き教室や空きスペースを活用したりして、可能な限
り児童生徒間の距離を確保します。 

・ 原則として、教室の出入り口は常時開けておき、窓も教室の前後左右で２方向以上を同
時に開けておきます。エアコン使用時も、室内温度に配慮しつつ適正な換気を行います。 

・ 体育科や音楽科、家庭科の活動においては、児童生徒間の距離を適度にとるなど、指導
方法等を工夫し、感染予防に努めます。 

・ 給食時は、机を向かい合わせにはせず、座席の間隔の目安を１メートルとして、できる
だけ飛沫を飛ばさないように会話を控えて食事を行います。 

 
３ 夏休みの短縮について 
  ８月８日(土)から８月 19 日(水)の 12 日間を夏季休業(夏休み)とします。 
  １学期終業式 ８月７日(金)   ２学期始業式 ８月２０日(木)  

※ 現時点での予定であり、感染状況が変化した場合は変更することがあります。 


